
JP 2005-38838 A5 2007.8.9

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 19年 8月 9日 (2007.8.9)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2005-38838(P2005-38838A)
【 公 開 日 】 平 成 17年 2月 10日 (2005.2.10)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2005-006
【 出 願 番 号 】 特 願 2004-185114(P2004-185114)
【 国 際 特 許 分 類 】
                        Ｈ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ Ｂ   33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)  33/12     (2006.01)
                        Ｇ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ Ｆ    9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)   9/30     (2006.01)
                        Ｈ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ Ｌ   27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)  27/32     (2006.01)
                        Ｇ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ ＦＧ ０ ９ Ｆ    9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)   9/40     (2006.01)
                        Ｈ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ ＬＨ ０ １ Ｌ   51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)  51/50     (2006.01)
                        Ｈ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ Ｂ   33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)  33/22     (2006.01)
                        Ｈ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ ＢＨ ０ ５ Ｂ   33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)  33/26     (2006.01)
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｈ ０ ５ Ｂ   33/12          Ｚ
   Ｇ ０ ９ Ｆ    9/30    ３ ３ ８
   Ｇ ０ ９ Ｆ    9/30    ３ ４ ３
   Ｇ ０ ９ Ｆ    9/30    ３ ６ ５ Ｚ
   Ｇ ０ ９ Ｆ    9/40    ３ ０ ３
   Ｈ ０ ５ Ｂ   33/14          Ａ
   Ｈ ０ ５ Ｂ   33/22          Ｚ
   Ｈ ０ ５ Ｂ   33/26          Ｚ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 6月 21日 (2007.6.21)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 発 光 素 子 と 第 ２ の 発 光 素 子 と を 有 す る 画 素 が
基 板 上 に マ ト リ ク ス 状 に 配 置 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 発 光 素 子 は 、 第 １ の 方 向 に 発 光 し 、
　 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 は 、 前 記 第 １ の 方 向 と 逆 の 方 向 で あ る 第 ２ の 方 向 に 発 光 し 、
　 前 記 第 １ の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 に は 、 半 導 体 素 子 が 電 気 的 に 接 続 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 第 １ の 発 光 素 子 及 び 前 記 基 板 の 間 に 、 前 記 半 導 体 素 子 及 び 前 記
第 ２ の 発 光 素 子 が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 及 び 前 記 基 板 の 間 に 、 前 記 第 １ の 発 光 素 子 及 び
前 記 半 導 体 素 子 が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 １ の 発 光 素 子 、 第 ２ の 発 光 素 子 、 及 び 前 記 第 １ の
発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 に 電 気 的 に 接 続 さ れ た 半 導 体 素 子 を 有 す る 画 素 が 、 基 板 上 に マ ト リ
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ク ス 状 に 配 置 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 発 光 素 子 と 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 と の 間 に は 、 絶 縁 膜 が 形 成 さ れ 、 前 記 第 １ の
発 光 素 子 は 、 第 １ の 電 極 、 第 １ の 発 光 物 質 を 含 む 層 、 及 び 第 ２ の 電 極 が 、 前 記 基 板 側 か ら
順 に 設 け ら れ た 積 層 構 造 を 有 し 、
　 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 は 、 第 ３ の 電 極 、 第 ２ の 発 光 物 質 を 含 む 層 、 及 び 第 ４ の 電 極 が 、 前
記 基 板 側 か ら 順 に 設 け ら れ た 積 層 構 造 を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 発 光 素 子 と 前 記 基 板 と の 間 に 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 及 び 前 記 半 導 体 素 子 が 形 成
さ れ 、
　 前 記 第 ２ の 電 極 及 び 前 記 第 ３ の 電 極 が 透 光 性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に お い て 、 前 記 第 １ の 電 極 及 び 前 記 第 ４ の 電 極 が 、 透 光 性 を 有 し 、 か つ 前 記 絶
縁 膜 が 着 色 し て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ４ に お い て 、 前 記 第 １ の 電 極 ま た は 前 記 第 ４ の 電 極 が 、 透 光 性 を 有 し 、 か つ 前 記
絶 縁 膜 が 着 色 し て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 第 １ の 発 光 素 子 、 及 び 第 ２ の 発 光 素 子 、 並 び に 前 記
第 １ の 発 光 素 子 の 第 １ の 電 極 に 電 気 的 に 接 続 さ れ た 半 導 体 素 子 を 有 す る 画 素 が 、 基 板 上 に
マ ト リ ク ス 状 に 配 置 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 発 光 素 子 と 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 と の 間 に は 、 絶 縁 膜 が 形 成 さ れ 、 前 記 第 １ の
発 光 素 子 は 、 第 １ の 電 極 、 第 １ の 発 光 物 質 を 含 む 層 、 及 び 第 ２ の 電 極 が 、 前 記 基 板 側 か ら
順 に 設 け ら れ た 積 層 構 造 を 有 し 、
　 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 は 、 第 ３ の 電 極 、 第 ２ の 発 光 物 質 を 含 む 層 、 及 び 第 ４ の 電 極 が 、 前
記 基 板 側 か ら 順 に 設 け ら れ た 積 層 構 造 を 有 し 、
　 前 記 第 ２ 発 光 素 子 と 前 記 基 板 と の 間 に 前 記 第 １ の 発 光 素 子 及 び 前 記 半 導 体 素 子 が 形 成 さ
れ 、 前 記 第 １ の 電 極 及 び 前 記 第 ４ の 電 極 が 透 光 性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ に お い て 、 前 記 第 ２ の 電 極 及 び 前 記 第 ３ の 電 極 が 、 透 光 性 を 有 し 、 か つ 前 記 絶
縁 膜 が 着 色 し て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ７ に お い て 、 前 記 第 ２ の 電 極 又 は 前 記 第 ３ の 電 極 が 、 透 光 性 を 有 し 、 か つ 前 記 絶
縁 膜 が 着 色 し て い る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ５ 、 請 求 項 ６ 、 請 求 項 ８ 、 又 は 請 求 項 ９ に お い て 、 前 記 着 色 し て い る 絶 縁 膜 は 、
金 属 粒 子 、 カ ー ボ ン 粒 子 、 又 は 黒 色 顔 料 が 分 散 さ れ た 有 機 樹 脂 で あ る こ と を 特 徴 と す る 発
光 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ０ の い ず れ か 一 項 に お い て 、 前 記 第 １ の 発 光 素 子 は 、 ア ク テ ィ ブ
マ ト リ ク ス 駆 動 方 式 の 発 光 素 子 で あ り 、 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 は 、 パ ッ シ ブ マ ト リ ク ス 駆 動
方 式 の 発 光 素 子 で あ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ０ の い ず れ か 一 項 に お い て 、 前 記 第 １ の 発 光 素 子 は 、 ア ク テ ィ ブ
マ ト リ ク ス 駆 動 方 式 の 発 光 素 子 で あ り 、 前 記 第 ２ の 発 光 素 子 は 、 エ リ ア カ ラ ー 用 の 発 光 素
子 で あ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ２ の い ず れ か 一 項 に お い て 、 前 記 第 １ の 発 光 素 子 又 は 前 記 第 ２ の
発 光 素 子 は 、 有 機 化 合 物 か ら 発 光 を 呈 す る 発 光 素 子 で あ る こ と を 特 徴 と す る 発 光 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ３ の い ず れ か 一 項 に お い て 、 前 記 半 導 体 素 子 は 、 薄 膜 ト ラ ン ジ ス
タ 、 Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ 、 有 機 ト ラ ン ジ ス タ 、 又 は ダ イ オ ー ド で あ る こ と を 特 徴 と す る 発
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光 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 １ ４ の い ず れ か に 記 載 の 発 光 装 置 を 有 す る 電 子 機 器 。
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